
富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 

 

（平成３１年３月２９日告示第１０９号） 

 

改正  令和２年４月１日告示第６１号  令和３年３月３１日告示第７６号 

    令和４年３月３１日告示第６４号  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震による危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止し、

災害に強いまちづくりの形成に資するため、危険ブロック塀等の撤去を行う

者に対し、予算の範囲内において、危険ブロック塀等撤去費補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、富里市補助金等交付規則

（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるものとし、これ以外の用語の定義は、建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例に

よる。 

 （１） ブロック塀等 市内にあるコンクリートブロック塀、組積造（レンガ造、

石造等）の塀その他これらに類する塀及びこれらと一体の門柱及び基礎

をいう。 

 （２） 危険ブロック塀等 次のいずれにも該当するブロック塀等をいう。 

ア 建物がある場所から富里市地域防災計画に位置付けられた指定緊急

避難場所又は福祉避難所に通じる建築基準法４２条第１項及び第２項

に規定する道路、道路法（昭和２７年法律第１８０号）の道路又は、

固定資産税の地目が公衆用道路のもの（以下「道路」という。）に面

しているもの 

イ 道路面からの高さが１．２メートルを超え、かつ、高さがブロック

塀等と道路境界までの水平距離より高いもので、第６条に規定する事

前調査で危険と判定されたもの 

 （３） 撤去 対象となる危険ブロック塀等を全て撤去すること又は道路面から

のブロック塀等の高さを１．２メートル以下に減じ、かつ、危険ブロッ

ク塀等に該当しなくなることをいう。 

 （４） 施工業者 市内に本店、支店、営業所等が所在し、かつ、その所在地等



が明記された見積書、契約書、領収書等を発行できる事業者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

 （１） 危険ブロック塀等を個人で所有している者 

 （２） 当該危険ブロック塀等が設置されている同一敷地で、既にこの要綱によ

る補助金の交付を受けていない者 

 （３） 市税を完納していること。 

 （４） 土地又は建物の販売を目的としていないものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者が次の各号

のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は補助対象とならない。 

 （１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。） 

 （２） 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令

上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）

をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認めら

れる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える

目的で、情を知って、法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること

を知りながら、暴力団員又は暴力団員等が指定した者に対して行う、

金品その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他契

約の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員

であることを知りながら、当該契約を締結する行為 

 （３） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（暴力団密接関係者） 

第４条 規則第２０条第１項第３号の市長が定める者は、前条第２項第２号又

は第３号に該当する者とする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、危険ブ

ロック塀等を、施工業者に請け負わせることにより、撤去するのに必要な経

費とする。 



２ 補助金の額は、補助対象経費の合計額（１，０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）の２分の１の額と危険ブロック塀等の長さに１

メートル当たり８，０００円を乗じて得た額（１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）のうちいずれか少ない額とし、１００，０

００円を限度とする。 

（ブロック塀等の事前調査） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あ

らかじめブロック塀等が、危険ブロック塀等に該当するか否かの事前調査を

受けなければならない。 

２ 前項の規定による調査を受けようとする者は、富里市危険ブロック塀等撤

去費補助金交付事前調査申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添付

して、市長に申請しなければならない。 

 （１） ブロック塀等の現況写真 

 （２） ブロック塀等の付近案内図 

 （３） その他市長が必要と認めるもの 

３ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、現地調査を行い、危険ブ

ロック塀等に該当するかを判定し、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交

付事前調査結果通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

（交付申請） 

第７条 前条第３項の規定による危険ブロック塀等に該当する旨の通知を受け

た申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、工事契約及び工事着手

をする前に、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書（別記第３号

様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、

第１号に掲げる書類については、申請者の同意を得て公簿等により確認する

ことができる場合は、これを省略することができる。 

 （１） 市税の滞納がないことを明らかにする書類 

 （２） 補助対象工事の見積書の写し 

 （３） 委任状（申請手続等を施工業者等に委任する場合に限る。） 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

補助金を交付すべきものと認めたときは、富里市危険ブロック塀等撤去費補

助金交付決定通知書（別記第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（変更承認申請等） 



第９条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、交付決定通知を受けた後、工事の内容を変更しようとすると

きは、速やかに富里市危険ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書（別記

第５号様式）に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を

承認すべきものと認めたときは、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金変更

承認通知書（別記第６号様式）により、交付決定者に通知するものとする。 

３ 交付決定者は、撤去が予定の期間内に完了しない場合又は撤去の実施が困

難となった場合は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（中止の届出） 

第１０条 交付決定者は、撤去を中止しようとするときは、富里市危険ブロック

塀等撤去費補助金中止届（別記第７号様式）により市長に届け出なければな

らない。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、撤去完了後１か月以内又は第８条の交付決定があった

日の属する年度の１月末日のいずれか早い日までに、富里市危険ブロック塀

等撤去費補助金実績報告書（別記第８号様式。以下「報告書」という。）に、

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 工事着手前、施工中及び撤去完了後の写真 

 （２） 契約書及び領収書の写し 

 （３） 撤去に伴い発生した廃棄物の処分報告書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１２条 市長は、報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

報告書に示された実績が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、

交付額を確定し、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金確定通知書（別記第

９号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けよ

うとするときは、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付請求書（別記第

１０号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 



１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和２年４月１日告示第６１号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日告示第７６号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日告示第６４号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

  



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付事前調査申請書 

 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

申請者  住 所 

（所有者） 

氏 名           ㊞ 

 

連絡先  （  ) 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第６条第２項の規定により、次の

とおり事前調査の申請をします。 

 

 

ブロック塀等 

所在地               □申請者住所に同じ 

種 類 

□コンクリートブロック塀 

□レンガ造の塀 

□石造（大谷石等）の塀 

□万年塀 

□その他の塀（               ） 

ブロック塀等の 

概     要 

築造年月 

   年  月 

道路面からの最高高さ 

約       ｍ 

道路に面する長さ 

約        ｍ 

添付書類 
□ブロック塀等の現況写真（カラーで全景及び危険個所が分かるもの） 

□ブロック塀等の付近案内図 

その他 

 

 



(裏面) 

備考 

１ この申請書は、申請したブロック塀等が富里市危険ブロック塀等撤去費補助金

交付要綱第２条第２号で規定する危険ブロック塀等に該当するか否かの事前調査

を受けるためのものです。この調査により、危険ブロック塀等に該当すると判定

された場合は、別途補助金の交付申請手続きが必要となります。 

２ ブロック塀等の築造年月が不明な場合は、同一敷地内の建築物が建築された日

又は登記された日を参考にご記入ください。 



第２号様式(第６条関係) 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

富里市長          印   

 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付事前調査結果通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった富里市危険ブロック塀等撤去費補助金

交付事前調査結果については、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第６条

第３項の規定により、該当・非該当と判定したので通知します。 

  



第３号様式（第７条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住 所 

申請者 

氏 名           ㊞ 

 

連絡先   （  ) 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金の交付を受けたいので、富里市危険ブロック

塀等撤去費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

交付申請額 円            

工 事 金 額 円（税別）        

施 工 業 者 住所  氏名  

危    険 

ブロック塀等 

所在地 □申請者住所に同じ 

種 類 
□コンクリートブロック塀 □レンガ造の塀 

□石造（大谷石等）の塀 □万年塀 □その他の塀（  ） 

添 付 書 類 

□市税の滞納がないことを明らかにする書類 

市税納税証明書（未納のない証明書）又は納付状況の確認について下記に同意 

記 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金の交付を申請するに当たり、富里市ブロ

ック塀等撤去費補助金補助金交付要綱第７条第１号に規定する市税の完納につい

ての審査のために、納付状況について市長が確認することに同意します。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            署名               ㊞ 

            （生年月日）   年  月  日 

□補助対象工事の見積書の写し 

□委任状（申請手続等を施工業者等に委任する場合に限る。） 

□その他（       ） 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

指令第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

富里市長          印   

 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった、富里市危険ブロック塀等撤去費補助

金の交付については、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第８条の規定に

より、下記のとおり交付決定します。 

 

記 

 

１ 交付決定金額 金        円 

２ 交付条件等 

 （１） 交付決定者は、工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認

を受けなければならない。 

（２） 交付決定者は撤去が完了したときは、補助金に係る危険ブロック塀等撤去の完

了後１か月以内に実績報告書を関係書類とともに提出しなければならない。 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書 

 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住 所 

交付決定者 

氏 名          ㊞  

 

年  月  日付け指令第   号にて富里市危険ブロック塀等撤去費補

助金の交付決定があった危険ブロック塀等の撤去について、次のとおり変更の承認を

受けたいので富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第９条第１項の規定によ

り申請します。 

 

変更の内容 

 

 

 

 

 

変更申請額 

変 更 前                         円 

変 更 後                         円 



第６号様式(第９条関係) 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

富里市長          印   

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金変更承認通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった富里市危険ブロック塀等撤去費補助

金変更承認申請については、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第９条

第２項の規定により、承認したので通知します。 



第７号様式（第１０条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金中止届 

 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住 所 

交付決定者 

氏 名          ㊞ 

 

年  月  日付け指令第   号で決定のあった富里市危険ブロック

塀等撤去費補助金に係る撤去について、下記の理由により中止するので富里市危険

ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第１０条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

中止の理由 

 



第８号様式（第１１条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住 所 

交付決定者 

氏 名            ㊞ 

 

年  月  日付け指令第   号にて補助金の決定があった富里市危険

ブロック塀等撤去費補助金の実績について、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交

付要綱第１１条の規定により、次のとおり報告します。 

 

補 助 金 の 額                        円 

着 手 年 月 日 年  月  日 

完 了 年 月 日 年  月  日 

添付書類 

 （１） 工事着手前、施工中及び撤去完了後の状況を示す写真 

 （２） 契約書及び領収書の写し 

 （３） 撤去に伴い発生した廃棄物の処分報告書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 



第９号様式（第１２条関係） 

 第     号  

年  月  日  

 

               様 

 

富里市長          印   

 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで報告のあった富里市危険ブロック塀等撤去費補助

金については、富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第１２条の規定によ

り、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

交付確定額  金           円 



第１０号様式（第１３条関係） 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

富里市長          様 

 

 

住 所 

交付決定者 

氏 名           ㊞ 

 

 

富里市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり

請求します。 

 

 

交 付 請 求 額                           円 

振 込 先 

金 融 機 関 

銀行・信用金庫         本店 

農協・信用組合         支店 

１．普通預金 ２．当座預金 ３．その他（       ） 

口座番号            

口座名義 

（フリガナ） 

 

 

備 考 

 

 


